
※
印
鑑
登
録
以
外
の
本
人
確
認
は

あ
く
ま
で
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
も

の
で
、
届
出
を
妨
げ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

e

市
民
課
届
出
・
証
明
係
1
内

線
２
３
２
６

ご
利
用
く
だ
さ
い

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
制
度

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
行
政
手
続

き
（
電
子
申
請
な
ど
）
を
行
う
際
に
、

本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
し
て
く

れ
る
「
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス

（
電
子
証
明
書
）」
の
申
請
が
１
月
29

日
か
ら
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は
、
住
民
登
録
を
し
て

い
る
市
区
町
村
で
発
行
す
る
「
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
の
中
に
、
都
道

府
県
知
事
が
発
行
す
る
「
電
子
証
明

書
」
を
記
録
さ
せ
る
も
の
で
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
、「
電

子
証
明
書
」
を
使
用
し
た
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
行
政
手
続
き
（
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
）
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、「
他
人
へ
の
成
り

す
ま
し
」
や
「
改
ざ
ん
」
申
請
な
ど

を
防
ぎ
、
電
子
申
請
が
確
実
か
つ
安

心
し
て
行
え
ま
す
。

◆
利
用
で
き
る
行
政
手
続
き

国
税
に
関
す
る
申
告
、
納
税
や
申

請
・
届
出
、
総
務
省
の
所
管
法
令
等

に
基
づ
く
申
請
・
届
出
な
ど
の
行
政

手
続
き
、
社
会
保
険
関
係
手
続
き

◆
利
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
行
政
手

続
きパ

ス
ポ
ー
ト
申
請
な
ど

◆
「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
の
取

得
方
法

所
定
の
申
請
書
に
本
人
確
認
書

類
、
手
数
料
500
円
、
証
明
用
写
真

（
顔
写
真
付
カ
ー
ド
希
望
の
方
の
み
、

縦
4.5

×
横
3.5

）
を
添
え
て
、

市
民
課
（
市
役
所
１
階
④
番
窓
口
）

へ
申
し
込
む
。

◆
「
電
子
証
明
書
」の
取
得
方
法

①
所
定
の
申
請
書
に
本
人
確
認
書

類
、
手
数
料
500
円
、
申
請
者
本
人
の

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
添
え
て
、

市
民
課
（
市
役
所
１
階
④
番
窓
口
）

へ
申
し
込
む
。
②
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
に
「
電
子
証
明
書
」
の
デ
ー
タ

を
格
納
し
、
利
用
者
案
内
、
領
収
書

な
ど
を
受
け
取
る
。

e

市
民
課
届
出
・
証
明
係
1
内

線
２
３
２
６

セ
ン
チ

セ
ン
チ

「
地
域
雇
用
受
皿
事
業
特
別
奨
励
金
」

制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
奨
励
金
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
従
事
し
て
い
る
方
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
を
設
立
さ
れ
る
場
合
や
、
既
存

の
会
社
が
地
域
に
貢
献
す
る
事
業
を

行
う
法
人
を
新
た
に
設
立
す
る
場
合

に
も
利
用
で
き
ま
す
。

e

7
産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー

1
０
５
７
０
―
０
０
５
４
４
０
・

東
京
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
対
策

課
雇
用
支
援
対
策
係
1
03
―
３
８

１
８
―
８
９
６
０

市
民
税
･
都
民
税
の
納
期

の
お
知
ら
せ

市
税
の
納
付
は
お
済
み
で
す
か
？

今
月
は
、
市
民
税
・
都
民
税
第
１

期
分
の
納
期
（
６
月
30
日
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
納
期
内
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

大
量
生
産
、

大
量
消
費
、
大

量
廃
棄
型
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
変
え
CO2
削
減

を
目
指
す
環
境

省
主
唱
の
「
CO2

削
減
百
万
人
の

環
・
ラ
イ
ト
ダ

ウ
ン
２
０
０
４
」

の
一
環
と
し
て

全
国
一
斉
の

「
消
灯
」
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
が
行
わ

れ
ま
す
。

事
業
者
・
市

民
の
み
な
さ
ん
、

６
月
20
日
a
午
後
８
時
〜
10
時
の

２
時
間
、
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
・
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
や
家
庭
の
電
灯
を
消
し
、

「
静
か
な
夜
」
を
堪
能
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

市
の
取
り
組
む
温
暖
化
防
止
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

e

環
境
対
策
課
1
内
線
２
５
２

４

三
鷹
市
障
害
者
福
祉
懇
談
会

主
催
、
三
鷹
市
障
害
者
ワ
ー
ク

ク
ラ
ブ
共
催
。

▽
７
月
17
日
g
午
後
１
時
30
分

開
演
、
三
鷹
市
公
会
堂
で
。

出
演
は
古
今
亭
圓
菊
、
金
原
亭

伯
楽
、
古
今
亭
菊
寿
、
伊
藤
夢

葉
、
笑
組
。

▼
前
売
券
（
２
千
円
）
は
、
各

障
害
者
団
体
、
各
共
同
作
業
所
、

市
役
所
地
下
１
階
の
売
店
「
ぽ

け
っ
と
」
1
45
―
１
１
５
１

（
市
役
所
）
内
線
３
９
３
１
、
三

8
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市
民
住
宅
「
セ
ン
ト
ラ
ル
ビ

レ
ッ
ジ
」
入
居
者
募
集

中
堅
所
得
者
層
の
居
住
の
安
定
を

図
る
た
め
、
民
間
オ
ー
ナ
ー
が
賃
貸

住
宅
を
建
設
し
、
国
、
都
お
よ
び
、

市
か
ら
の
一
部
助
成
に
よ
り
家
賃
負

担
が
軽
減
さ
れ
る
借
り
上
げ
型
市
民

住
宅
「
セ
ン
ト
ラ
ル
ビ
レ
ッ
ジ
」
の

空
室
（
２
室
）
の
入
居
者
を
募
集
し

ま
す
。

◆
所
在
地

井
口
１
―
７
―
１

◆
間
取
り

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
専
用
面
積

63
・
80
fl)

◆
家
賃

月
額
12
万
７
千
円
〜
12
万
九
千
円

（
収
入
に
応
じ
て
３
万
９
千
200
円
ま

で
の
家
賃
助
成
あ
り
）

◆
共
益
費

７
千
円

◆
敷
金

家
賃
の
３
カ
月
分

◆
入
居
開
始

８
月
１
日

◆
応
募
条
件

７
月
５
日
b
現
在
、
三
鷹
市
内

に
引
き
続
き
３
年
以
上
居
住
し
、
同

居
親
族
の
い
る
方
で
世
帯
の
所
得
が

基
準
額
の
範
囲
の
方
（
く
わ
し
く
は

募
集
案
内
で
）。
ま
た
、
保
証
人
と

し
て
入
居
者
と
同
等
以
上
の
資
力
の

あ
る
方
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
６
月
28
日
b
〜
７
月
５
日
b

（
必
着
）
ま
で
に
、
所
定
の
入
居
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
官
製

は
が
き
２
枚
を
同
封
し
て
、「
〒
181

―
８
５
２
５
1
ま
ち
づ
く
り
三
鷹
」

へ
申
し
込
む
。

※
募
集
案
内
　
案
内
と
入
居
申
込

書
は
、
1
ま
ち
づ
く
り
三
鷹
・
ま
ち

づ
く
り
建
築
課
（
市
役
所
５
階
）
・

各
市
政
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

◆
入
居
決
定

受
付
期
間
終
了
後
に
公
開
抽
選
を

行
い
、
当
選
者
に
は
資
格
審
査
、
入

居
ま
で
に
必
要
な
手
続
き
の
お
知
ら

せ
を
し
ま
す
。
ま
た
、
落
選
さ
れ
た

方
に
は
、
補
欠
順
位
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

◆
現
地
案
内

６
月
27
日
a
、
７
月
３
日
g
午

前
10
時
〜
正
午
に
募
集
対
象
の
部
屋

を
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

e

1
ま
ち
づ
く
り
三
鷹
1
40
―

９
６
６
９
・
ま
ち
づ
く
り
建
築
課

1
内
線
２
８
６
７

建
築
物
の
中
間
検
査
制
度
に

つ
い
て

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
、
建
築

確
認
と
完
了
検
査
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、
市
が
指
定
し
た
建
築

物
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
中
間
検
査

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

く
わ
し
く
は
建
築
指
導
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
同
課
1
内
線
２
８
２
４

へ
。被

災
建
築
物
の
応
急
危
険
度

判
定
員
を
募
集

都
で
は
大
地
震
な
ど
で
の
二
次
災

害
を
防
ぐ
た
め
に
、
被
災
建
築
物
の

危
険
度
を
判
定
す
る
応
急
危
険
度
判

定
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

対
象
は
、
在
勤
を
含
む
都
民
の
一

級
・
二
級
・
木
造
建
築
士
の
方
。
講

習
会
受
講
後
、
登
録
証
を
発
行
し
ま

す
。

▽
①
８
月
31
日
c
午
後
１
時
30
分

〜
５
時
、
②
10
月
22
日
f
午
後
１

時
30
分
〜
５
時
、
い
ず
れ
も
都
庁
第

一
本
庁
舎
５
階
大
会
議
場
で
。
定
員

は
各
回
500
人
。

▼
７
月
16
日
f
ま
で
に
在
住
ま
た

は
在
勤
の
市
区
町
村
事
務
局
（
三
鷹

市
の
場
合
は
建
築
指
導
課
）
へ
所
定

の
用
紙
で
申
し
込
む
。

e

建
築
指
導
課
1
内
線
２
８
２

６
本
人
確
認
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す

守
り
ま
す
あ
な
た
の
個
人
情
報

最
近
、
全
国
的
に
、
本
人
の
知
ら

な
い
間
に
、
戸
籍
や
住
所
の
届
出
が

さ
れ
た
り
、
本
人
に
な
り
す
ま
し
て

住
民
票
を
取
る
な
ど
の
、
虚
偽
の
届

出
事
件
が
発
生
し
、
社
会
問
題
と
な

っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
従
来
か
ら
一
部
の
届

出
・
証
明
書
の
請
求
に
つ
い
て
、
本

人
確
認
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
て
い

ま
し
た
が
、
７
月
１
日
e
か
ら
印
鑑

登
録
に
つ
い
て
は
、
本
人
ま
た
は
代

理
人
の
本
人
確
認
が
、
条
例
で
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
の
大
切
な
個
人
情
報
を

保
護
す
る
た
め
に
、
さ
ら
な
る
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
本
人
確
認
を
し
て
い
る
届
出
な
ど

印
鑑
の
登
録
・
廃
止
、
戸
籍
の
届

出
（
婚
姻
届
、
協
議
の
離
婚
届
、
養

子
縁
組
届
、
協
議
の
養
子
離
縁
届
、

転
籍
届
、
分
籍
届
な
ど
）、
住
民
票

の
異
動
（
転
入
届
、
転
居
届
、
転
出

届
、
世
帯
変
更
届
）、
証
明
書
な
ど

の
請
求
（
戸
籍
・
住
民
票
・
税
に
関

す
る
証
明
書
、
住
民
基
本
台
帳
の
閲

覧
）

◆
提
示
を
お
願
い
す
る
書
類

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
健

康
保
険
証
、
住
基
カ
ー
ド
な
ど
の
本

人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
身
分

証
明
書

※
こ
れ
ら
の
身
分
証
明
書
を
お
持

ち
で
な
い
方
は
印
鑑
登
録
は
で
き
ま

せ
ん
。

ま
た
、
証
明
書
の
な
い
方
、
本
人

以
外
の
第
三
者
に
よ
る
届
出
に
対
し

て
は
、
届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
郵
便

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
、
窓
口

で
口
頭
で
質
問
す
る
な
ど
の
方
法
に

よ
り
、
本
人
確
認
を
し
ま
す
。

わ
く
わ
く
サ
ポ
ー
ト
三
鷹

第
6
回
定
例
講
習
会

▽
６
月
26
日
g
三
鷹
市
市
民
協
働

セ
ン
タ
ー
で
。
①
午
前
10
時
〜
正
午
、

「
今
後
の
生
き
方
、
働
き
方
、
活
動

の
仕
方
を
考
え
る
会
」
〜
50
歳
で
も

早
す
ぎ
な
い
60
歳
で
も
遅
す
ぎ
な
い

〜
起
業
、
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど

多
様
な
働
き
方
、
生
き
方
を
考
え
ま

す
。
②
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

「
求
職
活
動
支
援
セ
ミ
ナ
ー
」
講
師

は
い
ず
れ
も
キ
ャ
リ
ア
設
計
Ｍ
21
所

長
の
向
井
恒
夫
さ
ん
。

午
後
の
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
、
希
望

者
に
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

（
約
30
分
）
を
実
施
へ
要
予
約
、
先

着
３
人
。

▼
氏
名
・
電
話
番
号
・
年
齢
・
住
所

を
記
入
し
、
わ
く
わ
く
サ
ポ
ー
ト
三

鷹
1
45
―
８
６
４
５
・
5
45
―
８

６
４
６
・
Ｅ
メ
ー
ル:wakuwaku

@
m
itaka

.ne.jp

へ
申
し
込
む
。

先
着
15
人
。
い
ず
れ
か
一
方
の
申
し

込
み
も
可
。

第
1
6
5
回
東
京
都
都
市
計

画
審
議
会
の
傍
聴
者
募
集

▽
７
月
21
日
d
午
後
１
時
30
分
か

ら
、
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
特
別
会

議
室
Ａ
で
。
付
議
予
定
案
件
は
東
京

都
都
市
計
画
地
区
計
画
後
楽
二
丁
目

計
画
ほ
か
。
く
わ
し
く
は
都
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.

m
etrotokyo.jp

）
な
ど
で
。

※
三
鷹
市
域
に
関
連
す
る
案
件
は

あ
り
ま
せ
ん
。

▼
６
月
30
日
d
（
必
着
）
ま
で
に

「
〒
163
―
８
０
０
１
東
京
都
都
市
整

備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画

課
」
へ
申
し
込
む
。
15
人
（
定
員
を

超
え
た
場
合
は
抽
選
）。

e

同
課
1
03
―
５
３
８
８
―
３

２
２
５独

立
・
起
業
し
た
り
、

新
事
業
を
支
援
！

厚
生
労
働
省
の
地
域
雇
用
受
皿
事
業

特
別
奨
励
金
制
度

厚
生
労
働
省
で
は
、
地
域
に
貢
献

す
る
事
業
を
行
う
法
人
を
設
立
し
、

新
た
な
雇
用
機
会
を
創
出
し
た
場

合
、
創
業
経
費
の
３
分
の
１
を
助
成

す
る
と
と
も
に
、
雇
い
入
れ
た
労
働

者
１
人
当
た
り
30
万
円
（
パ
ー
ト
１

人
当
た
り
15
万
円
）
を
支
給
す
る

鷹
駅
前
福
祉
住
宅
・
ピ
ア
え
き

ま
え
（
三
鷹
駅
南
口
さ
く
ら
通

り
沿
い
）
１
階
の
喫
茶
店
「
Ｃ

ａ
ｆ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
ぴ
ゅ
あ
」
1

44
―
２
２
５
２
で
取
り
扱
っ
て

い
ま
す
。
当
日
券
（
２
千
500
円
）

あ
り
。

※
身
体
の
不
自
由
な
方
に
は

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ブ
に
よ
る
送
迎

が
あ
り
ま
す
。
街
か
ど
自
立
セ

ン
タ
ー
1
48
―
０
６
４
８
へ
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

6月20日（日）「CO2削減・　
百万人の環」キャンペーン

～消灯で温暖化防止を～

市
税
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
き

ま
す
と
、
延
滞
金
（
年
14
・
６
％

〈
当
該
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い

て
は
年
4.1
％
〉）
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

災
害
な
ど
特
別
な
事
情
で
納
付
が

困
難
な
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
放
置
せ

ず
、
納
税
課
（
市
役
所
２
階
Y
番
窓

口
）
1
内
線
２
４
２
１
・
２
４
３

１
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
納
税
に
は
安
心
・
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
は
金
融
機
関
、
ま
た

は
郵
便
局
へ
ど
う
ぞ
。
口
座
振
替
に

つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
納
税
課

納
税
管
理
係
1
内
線
２
４
１
７
へ
。

■
市
の
「
環
境
基
金
」
に

◇
30
万
円
　
国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト

ア
メ
リ
カ
日
本
東
リ
ジ
ョ
ン
三
鷹

2
0
0
4

障
害
者
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

み
た
か
寄
席

野川でコイヘルペスが発生
人には感染しませんが
ご注意を

全国・都内各地で発生しているコイ（鯉）
にのみ感染するコイヘルペスウイルス病
が、市内大沢地域を流れる野川でも確認さ
れました。
野川の魚や水を他の水辺に移すと病気が
広がりますので、絶対におやめください。
なお、魚や川の水に触れても人体には影
響ありませんが、念のためせっけんなどで
洗ってください。
◆都の通報・相談窓口

◇平日午前8時30分～午後6時15分　産業
労働局農林水産部水産課103－5320－
4847、水産試験場103－3433－3253
◇土・日曜日・休日午前９時～午後5時
同課1080―1048－1541、同試験場
1090－1129－3853
e環境対策課1内線2524


